
四国地震防災基本戦略 第３回改訂について

（１）「四国地震防災基本戦略」の改訂の内容
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四国地震防災基本戦略 第３回改訂について

現⾏（平成２９年６⽉１⽇）

IV 基本戦略の推進に向けて（Ｐ３４）

基本戦略を着実に進めるには、四国全体の関係機関、団体、地域住⺠が基本戦略について共通の認識を持ち、情報共有し、各

機関や地域社会が⼀体となって組織的に取り組むことが重要である。また、「南海トラフ地震対策特別措置法（平成２５年１１

⽉）」、「国⼟強靱化基本法（平成２５年１２⽉） 」が成⽴したことで、ますます防災・減災対策が加速するものと想定され、

各機関は有機的な連携のもと、各種施策、取組を着実に実施することにより、四国における総合的な防災⼒の強化を図る。

なお、実効性のある基本戦略にするために、取組状況等のフォローアップを実施する。

１．実施すべき個別項⽬を着実に推進するための実施体制

基本戦略に基づき、役割分担も含め整理した「実施すべき個別項⽬」を、下記のとおり分類する。

（１）関係機関が⼀体となり、既存会議等を活⽤するなどし、重点的かつ広域的な取組を実施することが必要な項⽬

（２）各機関が独⾃に取り組む、または、各機関で情報共有や調整を図ることで、効率的・効果的に取組を実施する項⽬

また、実施すべき個別項⽬を確実に推進し、各個別項⽬の連携を図ることで効率的・効果的な取組を実現するため、時系列を

基本に⽬的や項⽬別のプロジェクトに分類した上でプロジェクトリーダー等の設定を⾏い、各個別項⽬毎のリーダーについても

あわせて設定する。

（１）プロジェクトにおけるリーダー等の設置

プロジェクト毎に「プロジェクトリーダー」及び「サブリーダー」を設け、プロジェクトとしての取組の推進と連携を図る。

プロジェクトリーダーは、各個別項⽬リーダーの調整状況等を尊重しつつ、プロジェクトとして⼀体的推進を図るためのとりま

とめ等を実施する。

サブリーダーは、プロジェクトの中でも関連の深い各個別項⽬を分担して担当するなど、プロジェクトリーダーを補佐する。

また、各プロジェクトの連携を図ることにより、基本戦略のより⼀層の推進を図る。

（２）個別項⽬におけるリーダーの設置

それぞれの実施すべき個別項⽬ごとに「個別項⽬リーダー」を設け、個別項⽬の推進を図る。

なお、プロジェクト、実施すべき個別項⽬の分類並びに、プロジェクトのリーダー等については、別添として巻末に⽰している。

２．フォローアップ

本基本戦略は、法改正や中央防災会議等の提⾔等にあわせて必要な⾒直しを⾏うこととする。また、各プロジェクトや実施す

べき個別項⽬の取組状況等は適宜公表等を実施する。

IV 基本戦略の推進に向けて（Ｐ３４）

基本戦略を着実に進めるには、四国全体の関係機関、団体、地域住⺠が基本戦略について共通の認識を持ち、情報共有し、各

機関や地域社会が⼀体となって組織的に取り組むことが重要である。また、「南海トラフ地震対策特別措置法（平成２５年１１

⽉）」、「国⼟強靱化基本法（平成２５年１２⽉） 」が成⽴したことで、ますます防災・減災対策が加速するものと想定され、

各機関は有機的な連携のもと、各種施策、取組を着実に実施することにより、四国における総合的な防災⼒の強化を図る。

なお、実効性のある基本戦略にするために、取組状況等のフォローアップを実施する。

１．基本戦略の⾒直し等

本基本戦略は、法改正や中央防災会議等の提⾔等にあわせて必要な⾒直しを⾏うこととする。また、各プロジェクトや実施す

べき個別項⽬の取組状況等は適宜公表等を実施する。

２．基本戦略のフォローアップ

基本戦略に基づき、『連携強化のために⼀体的に取り組む』、『達成⽔準を設定して達成⽔準を評価する』、『他機関の好事

例を参考に追随していく』ことにより着実に推進するため、下記のとおり分類する。

タイプⅠ：計画の影響が広範となり多くの主体者が関係する応急対応（各種啓開・物資輸送・燃料調達等）に関する項⽬

タイプⅡ：数値的な⽬標が明確な施設等の耐震化等、単⼀的な取り組みで達成⽔準管理が⾏える項⽬

タイプⅢ：各機関が共通で使⽤できる地図、情報図の整備等の単⼀的な取り組みにより進捗が図られ、その達成⽔準の管理が

⾏えないが、取り組みの好事例となっている項⽬

『四国南海トラフ地震対策戦略会議』において、上記タイプⅠ〜Ⅲに分類された項⽬に対して、アンケート調査、情報提供依

頼により各機関の取り組み状況を取りまとめ、各構成員の認識・共有により、基本戦略の推進を図る。

また、会議資料は、適宜公表等を実施する。

改訂案（平成３０年 ６⽉２０⽇）

分類⽅法の変更

各機関が連携した取り組み体制の強化
（リーダー、サブリーダーの削除）
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四国地震防災基本戦略 第３回改訂について

１

現⾏（平成２９年６⽉１⽇）

改訂案（平成３０年６⽉２０⽇）
各機関が連携した取り組み体制の強化
（リーダー、サブリーダーの削除） 個別項⽬の分類⽅法の変更

別添　基本戦略の推進に向けて（基本的な考え方）　（Ｐ４０）

【基本方針】

（１）関係機関が一体となっ
て、重点的かつ広域的な取り組
みが必要なもの

（２）各機関が独自又は調整し
ながら取り組みを進め、進捗状
況の把握を行うもの

（１）+（２）

Ａ 被害想定の見直し 四国地方整備局 各県 四国市長会 3 1 4

Ｂ 被害の最小化（ハード系） 四国地方整備局 中国四国農政局 各県 35 35

Ｃ 被害の最小化（ソフト系） 四国地方整備局 高松地方気象台 各県 12 42 54

Ｄ 広域防災拠点・広域防災体制等 四国地方整備局 四国管区警察局 四国厚生支局 12 8 20

Ｅ 被害状況把握・復旧オペレーション計画等 四国地方整備局 海上保安庁 四国管区警察局 18 12 30

四国管区警察局 四国地方整備局

四国運輸局 各県

（Ｅ） （長期浸水処理及び災害廃棄物対策） 四国地方整備局
中国四国地方
環境事務所

各県 4 4

（Ｃ） （巨大災害を想定した訓練） 四国地方整備局 四国管区警察局 各県 5 6 11

発災後 Ｇ 被災者の支援 四国厚生支局 四国財務局 各県 1 17 18

Ｈ 生活再建 四国財務局 各県 四国市長会 3 3

Ｉ 地域づくり 四国地方整備局 各県 四国市長会 2 2

Ｊ 地域経済再生 四国経済産業局 四国運輸局 各県 2 2

※網掛け：重点的・広域的に進めるＰＴ（実施項目は別紙） 70 138 208

・被害を最小限にするには、特に初動対応、応急対策などの事前準備を重点的に取り組む必要があることから、下記のとおりに分類して実施するものとする。
（１）関係機関が一体となり、既存会議等を活用するなど重点的かつ広域的に取組を実施する項目
（２）各機関が独自、あるいは各機関で情報共有や調整を図りながら、効率的・効果的に取組を実施する項目
・基本戦略の目的や項目別に、Ａ～Ｊの10個のプロジェクトを設置
・実施すべき個別項目の分類については、別紙資料のとおり

　なお、詳細な実施内容の検討段階で構成員の変更等が必要となった場合においては、基本方針並びに実施機関対応表を適宜、見直し・調整を行いながら進めるものとする。

実施すべき個別項目

プロジェクト
チーム

プロジェクト名
リーダー

※事務局（総括）
サブリーダー 構成員

15 10 25
発災直後
（初動対応・応
急対策）

発災後（復興）

別紙のとおり

発災前

四国厚生支局救援・救護、救出活動体制の確立等Ｆ

参考資料とする
別添参考　基本戦略の推進に向けて（基本的な考え方）

【基本方針】

計画の影響が広範となり多
くの主体者が関係する応急
対応（各種啓開・物資輸
送・燃料調達等）に関する
項目
（タイプⅠ）

数値的な目標が明確な施設
等の耐震化等、単一的な取
り組みで達成水準管理が行
える項目
（タイプⅡ）

各機関が共通で使用できる
地図、情報図の整備等の単
一的な取り組みにより進捗
が図られ、その達成水準の
管理が行えないが、取り組
みの好事例となっている項
目
（タイプⅢ）

合計

Ａ 被害想定の見直し 1 3 4

Ｂ 被害の最小化（ハード系） 12 23 35

Ｃ 被害の最小化（ソフト系） 1 13 40 54

Ｄ 広域防災拠点・広域防災体制等 1 5 14 20

Ｅ
被害状況把握・復旧オペレーション計画
等

4 1 25 30

Ｆ 救援・救護、救出活動体制の確立等 2 2 21 25

（Ｅ） （長期浸水処理及び災害廃棄物対策） 2 2 4

（Ｃ） （巨大災害を想定した訓練） 1 11 12

発災後 Ｇ 被災者の支援 17 17

Ｈ 生活再建 3 3

Ｉ 地域づくり 2 2

Ｊ 地域経済再生 2 2

 ※網掛 け：重点的 ・広域的 に進 めるＰＴ（実施項目 は別紙） 10 35 163 208

発災後（復
興）

 ・被害 を最小限 にするには、特 に初動対応、応急対策 などの事前準備 を重点的 に取 り組 む必要 があることから、下記 のとおりに分類 して実施 するものとする。
（ １）関係機関 が一体 となり、既存会議等 を活用 するなど重点的 かつ広域的 に取組 を実施 する項目
（ ２）各機関 が独自、 あるいは各機関 で情報共有 や調整 を図 りながら、効率的 ・効果的 に取組 を実施 する項目
・基本戦略の目的や項目別に、Ａ～Ｊの10個のプロジェクトを設置
・実施すべき個別項目の分類については、別紙資料のとおり

　 なお、詳細 な実施内容 の検討段階 で構成員 の変更等 が必要 となった場合 においては、基本方針並 びに実施機関対応表 を適宜、見直 し・調整 を行 いながら進 めるものとす
 る。

プロジェクト
チーム

プロジェクト名

実施すべき個別項目

発災前

発災直後
（初動対応・
応急対策）
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四国地震防災基本戦略 第３回改訂について

１

現⾏（平成２９年６⽉１⽇）

戦略会議本⽂に整理掲載のため削除

改訂案（平成３０年６⽉２０⽇）

【プロジェクトリーダー、サブリーダーの役割】　（Ｐ４１）

・プロジェクトリーダーは、各個別項目リーダーの調整状況等を尊重しつつ、プロジェクトとして一体的推進を図るためのとりまとめ等を実施する。

・サブリーダーは、プロジェクトの中でも関連の深い各個別項目を分担して担当するなど、プロジェクトリーダーを補佐する。

・個々の実施すべき項目については、（●、▲）印の機関が主務として対応し、プロジェクトリーダー、サブリーダーは、各プロジェクトのとりまとめ等を担当する。

【各プロジェクトチームの連携】

・各プロジェクトチーム間の連携を図るため、各チームの取組状況等について、チーム構成員間の情報共有を図る。

【フォローアップ体制】

・基本戦略の見直し、フォロー アップ等については、「四国南海トラフ地震対策戦略会議」にて実施

・フォローアップの実施時期

基本　年１回以上実施

【公表（記者発表）】

・重要項目については、その都度公表(各機関において実施)

・その他については、全体の概要として定期的（１年程度毎）に公表　(事務局において実施)
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四国地震防災基本戦略 第３回改訂について

１

現⾏（平成２９年６⽉１⽇）

改訂案（平成３０年６⽉２０⽇）

各機関が連携した取り組み体制の強化
（個別項⽬の担当機関の削除）

取り組み体制の強化
（リーダー、サブリーダーの削除）

実施すべき個別項目 （Ｐ４２～）
警察庁 総務省 厚生労

働省
環境省 四国市

長会
四国経
済連合
会

四国商
工会議
所連合
会

全国消
防長会

日本銀
行

西日本
高速道
路

四国電
力

四国旅
客鉄道

日本貨
物鉄道

西日本
電信電
話

ＮＴＴ
ドコモ

水資源
機構

四国ガ
ス

本州四
国連絡
高速道
路

リ
ー

ダ
ー

四
国
管
区
警
察
局

四
国
総
合
通
信
局

四
国
財
務
局

国
税
庁

高
松
国
税
局

四
国
厚
生
支
局

中
国
四
国
農
政
局

林
野
庁

四
国
森
林
管
理
局

四
国
経
済
産
業
局

中
国
四
国

産
業
保
安
監
督
部

四
国
支
部

四
国
地
方
整
備
局

四
国
運
輸
局

大
阪
航
空
局

国
土
地
理
院

四
国
地
方
測
量
部

気
象
庁

高
松
地
方
気
象
台

海
上
保
安
庁

第
五
・
第
六
管
区

海
上
保
安
部

中
国
四
国

地
方
環
境
事
務
所

中
国
四
国
防
衛
局

陸
上
自
衛
隊

第
1
4
旅
団

海
上
自
衛
隊

呉
地
方
総
監
部

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

各
県
警
察
本
部

四
国
支
部

高
松
支
店

四
国
支
社

四
国
支
店

四
国
事
業
本
部

吉
野
川
局

早期に達成すべき
もの【緊急・短期

A-1 中央防災会議による想定地震・津波の結果を基に、被害想定の
見直し

Ａ
● ●

A-2 過去に発生した歴史的な地震や被災記録などの資料等を参考に
ハザードマップの内容充実

● ● ● 　 ●

A-3 使用目的、被害想定等の条件についても正しく理解され、より
有効に活用できるハザードマップの作成

● ● ● 　 ●

A-4 住民に対してハザードマップの十分な説明
● 　 ●

B-1 ダムの安全性の検証 Ｂ
● ● ● 　 ● ●

B-2 航路標識・信号施設の耐震補強並びに停電対策
　 ●

B-3 防災施設等の長時間停電等に備えるための燃料等の確保
　 ● ● ● ● ● 　 ● 　 ● ●

B-4 住宅、多数の県民が利用する施設の耐震化
● ● 　 ●

B-5 防災拠点となる庁舎・警察・消防等の耐震化又は建て替え
● ● ● ● 　 ●

B-6 災害拠点病院等の耐震化
　 ● ● ●

B-7 施設の耐震化（港湾、空港、海岸堤防、河川堤防の地震・液状
化対策、橋梁の落橋防止等）

● ● 　 ● ● 　 ● ● ● 　 ●

B-8 その他未対策施設の耐震化
● ● ● ● 　 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

B-9 地盤災害防止対策（液状化による地盤流出等）
● ● ● ● 　 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

B-10 土砂災害による交通網の寸断や二次被害（河道閉塞を含む）の
防止対策（砂防堰堤等）

● ● ● ●

B-11 住居や重要施設、道路等に面する急傾斜地や法面の崩壊対策
● ● 　 ●

B-12 航路標識・信号施設等重要な施設のシステム二重化整備
　 ● ● 　 ●

B-13 耐災害性の高い鉄道新規路線又は付け替え
● ● ●

１．被害想
定等の見直
し

１．１被害想定の見直し

１．２ハザードマップ等の作
成・充実

２．被害の
最小化

２．１発生
頻度の高い
地震・津波
に対する災

害防御

早期に達成すべき
もの【緊急・短期
（２～３年程度ま
で）】

（１）地震対策

防衛省 四国４県

目的 項目

経済産業省財務省

プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー

ム

サ
ブ
リ
ー

ダ
ー

達成時期

国土交通省農林水産省

実施すべき個別項目

早期に達成すべき
もの【緊急・短期
（２～３年程度ま
で）】

早期に着手するが
達成に期間を要す
るもの【中長期】

事務局（総括）

四
国
地
方
整
備
局

四
国
市
長
会

各
県

各
県

四
国
地
方
整
備
局

中
国
四
国
農
政
局

【別添】【参考】実施すべき個別項目

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
A-1 中央防災会議による想定地震・津波の結果を基に、被害想定の

見直し
●

A-2 過去に発生した歴史的な地震や被災記録などの資料等を参考に
ハザードマップの内容充実

●

A-3 使用目的、被害想定等の条件についても正しく理解され、より
有効に活用できるハザードマップの作成

●

A-4 住民に対してハザードマップの十分な説明
●

B-1 ダムの安全性の検証
●

B-2 航路標識・信号施設の耐震補強並びに停電対策
●

B-3 防災施設等の長時間停電等に備えるための燃料等の確保
●

B-4 住宅、多数の県民が利用する施設の耐震化
●

B-5 防災拠点となる庁舎・警察・消防等の耐震化又は建て替え
●

B-6 災害拠点病院等の耐震化
●

B-7 施設の耐震化（港湾、空港、海岸堤防、河川堤防の地震・液状
化対策、橋梁の落橋防止等）

●

B-8 その他未対策施設の耐震化
●

B-9 地盤災害防止対策（液状化による地盤流出等）
●

B-10 土砂災害による交通網の寸断や二次被害（河道閉塞を含む）の
防止対策（砂防堰堤等）

●

B-11 住居や重要施設、道路等に面する急傾斜地や法面の崩壊対策
●

B-12 航路標識・信号施設等重要な施設のシステム二重化整備
●

B-13 耐災害性の高い鉄道新規路線又は付け替え
●

２．被害の
最小化

２．１発生
頻度の高い
地震・津波
に対する災

害防御

（１）地震対策

目的 項目 実施すべき個別項目
分類項目

１．被害想
定等の見直
し

１．１被害想定の見直し

１．２ハザードマップ等の作
成・充実

参考資料とする
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